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資料３



（１）電気保安功労者中国四国産業保安監督部長表彰
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⚫ 電気の安全確保に関する技術の向上と、安全意識の高揚を図ることを目的に、昭和
３９年度から本表彰を創設している。

⚫ 永年にわたり電気の安全確保に尽力し、その功績が顕著である事業者又は個人を対象
としている。

⚫ ８月の電気使用安全月間に、電気保安功労者表彰式を開催し、電気に対する安全意識
の高揚を図っている。

中国電気安全委員会
委員長表彰

中国四国産業保安監督部
部長表彰

経済産業省
大臣表彰

ステップ・アップ

ステップ・アップ
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表彰の対象は、工場等、電気工事業者の営業所、個人及び団体の4部門としている。

（１）工場等
電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者の工場、営業所その他の

電気保安業務を直接統括する事業場（以下「工場等」という。）であって
電気保安の確保に顕著な功績があったもの。

（２）電気工事業者の営業所
電気工事業者の営業所であって電気保安の確保に顕著な功績があったもの。

（３）個人
主任技術者、電気工事士、電気保安関係永年勤続者及びその他の功労者で

あって、電気保安の確保に功労があったもの。

（４）団体
電気保安にかかる研究・教育団体及びその他の功労団体であって電気保安

の確保に顕著な功績があったもの。

表彰部門
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表彰数（その他の功労者、功労団体を除く）は、原則として、１５件以内とし対象区分
毎の表彰を概ね、以下のとおりとする。

（１）工場等 原則４事業場以内
（２）電気工事業者の営業所 原則５営業所以内
（３）個人 原則１０名以内
（４）団体 若干数

※その他の功労者、功労団体・・その都度判断

被表彰者選考評価基準により審査し、以下の評点以上の者のなかから、上記表彰部門の
表彰数の範囲内で、被表彰者を決定する。

表彰者数

選考方法

（１）工場等 １１７点以上（１８０点満点）
（２）電気工事業者の営業所 ９８点以上（１５０点満点）
（３）個人 主任技術者 ７７点以上（経験年数加点）

電気工事士 ８２点以上（経験年数加点）
電気保安関係永年勤続者 ８９点以上（経験年数加点）

（４）団体 電気保安にかかる研究・教育団体 ７８点以上（１２０点満点）
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表彰候補者を推薦するにあたり推薦母体は、中国電気安全委員会に推薦する必要がある。

１０月 中国四国産業保安監督部から中国電気安全委員会に対し、表彰候補者の推薦依頼
１０月 中国電気安全委員会から各推薦母体に対し推薦を依頼
１月 各推薦母体から中国電気安全委員会に表彰候補者を推薦
２月 中国電気安全委員会から表彰候補者を中国四国産業保安監督部に推薦

推薦から表彰までの主なスケジュール

推薦母体は、以下の資料を中国電気安全委員会に提出する必要がある。

イ．推薦書（様式自由）
ロ．推薦事由書（様式自由）

推薦決定の経緯、電気保安に関し当該被推薦者が実施した事項及びその結果を
具体的かつ詳細に記載する。

ハ．調査書（指定様式）
ニ．調査資料（指定様式）
ホ．戸籍謄本（個人の場合に限る。）

推薦母体が中国電気安全委員会に表彰候補者を推薦する際の提出資料
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⚫ 表彰に関する具体的な内容は、以下のURLをご参照下さい。

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/hyousyou/denkihyousyou.htm

⚫ この表彰は、永年にわたり電気の安全確保に尽力している方を対象として
いることからも、まだまだ多く表彰されるに値する方々がおられると思われ
ます。

⚫ 工場等においても、優秀な工場が数多く存在していると思われます。

⚫ 電気保安法人や石油コンビナート等特別防災区域協議会の構成会員企業の
皆様におかれましては、これら優秀な工場等、個人の方を推薦母体として、
推薦して下さるようお願いします。

その他詳細

https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/hyousyou/denkihyousyou.htm


令和9年までの適切な処分を要求

PCB関係
報告
【第4条】

（２）低濃度PCBへの調査・処分にかかる協力依頼
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⚫高濃度PCBかどうかは、電気工作物本体の銘板で製造者名・表示記号等を
見る。

⚫低濃度PCBかどうかは、絶縁油を採取し分析を行う。
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➢ 高濃度（５，０００ｍｇ/ｋｇ超）の確認方法

設置現場において電気工作物本体の銘板の記載内容を目視し、PCB内規の別表の「電気工作物の種類」「製造
者名」「表示記号等」を照らして一致していれば、高濃度PCB含有電気工作物と判断する。

（注：既に銘板の写真や写しを保管している場合や、PCBの有無の確認記録等を適正に管理している場合にあっては、これらを確認することで、設置現場で
の目視での確認に代えることも考えられる。）

➢ 低濃度（０．５ｍｇ/ｋｇ超で５，０００ｍｇ/ｋｇ以下）の確認方法

変圧器のように絶縁油を採取できる構造の電気工作物については、採取した絶縁油を分析機関へ分析依頼し、
PCB濃度が0.5mg/kg超であれば、低濃度PCB含有電気工作物と判断する。

（注：電力用コンデンサーのように封じ切りタイプの絶縁油を採取できない構造の電気工作物については、破壊しないと採油ができず、継続使用が不可能と
なる。）

高濃度か低濃度であるかの確認方法
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ＰＣＢ調査時に限らず、電気設備
の点検は、事前に安全対策を
検討した上で、常に安全に配慮
しながら実施して下さい。

令和３年度電気主任技術者技術研修会より
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（３）NITEが「電気設備の事故情報公開システム」のサービス開始について

⚫（独）製品評価技術基盤機構（NITE）の、電気設備の事故詳報公表システム
（ https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search）

⚫全国の事故情報（詳報）が一元化されたデータベース（2020年4月～）

⚫抽出データはCSVファイルとしてダウンロード可能

（参考）中国四国産業保安監督部HPにも事故概要を定期的に掲載しています。

（https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jiko/jirei/jirei.htm）

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jiko/jirei/jirei.htm


NITEがスマートフォン端末用の「詳報作成支援システム」

⚫（独）製品評価技術基盤機構（NITE）は、新たにスマートフォン端末に対応
した小出力発電設備向け「詳報作成支援システム」の提供を開始。

⚫スマートフォン等で撮影した現場写真等を活用し、迅速かつ簡便に事故報告
書を作成・報告することが可能。
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※NITEは2016年度より電気保安行政を支援する活動を行っている。

・電気事故が発生した場合、電気工作物の設置者は電気事業法に基づき事故報告書を作成し、経済産業省に
提出する必要がある。

・2021年4月1日の改正電気事業法の施行に伴い、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発
電設備、20kW未満の風力発電設備（小規模事業用電気工作物）についても事故報告の対象になった。



⚫詳報作成支援システム
（https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/）
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https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/


（４）非常用発電設備等の購入者に対する規制周知について
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（５）小規模事業用電気工作物に係る届出制度等について
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（６）令和５年度予算及び令和４年度第２次補正予算について
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（７）ホームページ及びツイッター

★ツイッターでも情報配信しています！！

■最新の保安情報のみならず、災害に関する情報なども配信しています。
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●電力安全課メルマガで情報配信しています！

皆様の業務に役立つ情報をタイムリーに配信しています。
当課のHPから配信登録をお願いします。

（８）メルマガ



ご静聴ありがとうございました。

お問い合わせ先

〒730-0012広島市中区上八丁堀6-30

中国四国産業保安監督部
電力安全課

TEL082-224-5742
FAX082-224-5650

電気事故専用メールアドレス
bzl-chugoku-denkijiko@meti.go.jp

最新情報はこちらでご確認下さい。
・ホームページ
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/index.htm

・ツイッター
https://twitter.com/hoanchugoku

・電力安全課メルマガ
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/merumaga.htm

ツイッター メルマガホームページ
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http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/index.htm
https://twitter.com/hoanchugoku
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/merumaga.htm

